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第
四
十
號

・
支
那
の
寵
神
に
就
い
て

第第

七四

冊巻狩

野

直

喜

　
支
那
に
寝
て
愛
盛
さ
る
＼
棘
祇
は
非
常
に
澤
山
な
も
の
で
あ
る
が
、
選
れ
を
大
別
す
る
と
、
國
家

の
祀
典
に
載
せ
ら
れ
、
國
家
が
一
の
流
説
と
し
て
祭
祀
を
螢
む
も
の
と
、
画
家
の
瀧
典
に
は
載
っ
て

は
居
な
い
が
、
往
昔
か
ら
專
ら
民
間
に
信
仰
さ
れ
て
居
る
も
の
、
此
の
二
つ
に
分
つ
こ
と
が
出
來
る
。

叉
國
家
の
謡
扇
、
載
載
っ
て
居
る
竜
の
＼
内
に
も
種
々
の
階
級
が
あ
っ
て
．
我
國
の
官
幣
．
國
幣
・
大
中

肚
あ
る
如
く
、
大
立
・
中
祀
・
群
々
の
三
に
分
れ
て
居
る
。
　
大
記
と
は
天
地
・
宗
廟
・
魅
稜
、
そ
れ
か
ら
前
清

の
季
に
從
來
中
灘
に
列
し
て
居
だ
繹
典
の
儀
が
大
瀧
の
内
に
数
へ
ら
る
＼
こ
と
に
な
っ
た
。
申

祀
は
毎
年
春
分
の
朝
、
艶
京
朝
陽
門
外
の
日
壇
に
て
行
ふ
日
の
祭
、
秋
分
の
夕
、
阜
城
門
外
の
月
壇
に

て
行
ぷ
月
の
祭
を
は
じ
め
と
し
、
歴
代
帝
王
、
先
金
v
血
温
、
天
天
、
地
祇
太
歳
そ
れ
に
文
學
の
守
護
紳
と

し
て
一
般
の
崇
敬
を
受
く
る
文
面
二
君
、
武
勇
信
義
の
紳
と
し
て
名
高
き
、
醜
帝
の
如
き
最
初
は
群

　
　
　
　
支
那
の
癒
紳
に
獣
い
て
　
　
　
　
　
　
　

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二

祀
申
に
入
れ
て
あ
っ
た
も
の
が
、
前
清
成
豊
年
間
に
昇
格
し
て
申
祀
に
入
っ
て
居
る
。
　
そ
れ
か
ら

…愈

冾
ﾍ
以
上
の
紳
々
よ
う
竜
劣
つ
控
竜
の
で
、
其
の
内
に
は
先
轡
、
賢
良
、
昭
忠
等
を
重
な
も
の
と
し
、

其
外
に
北
極
佑
聖
難
語
、
都
城
字
並
、
東
嶽
紳
、
黒
龍
潭
、
及
び
玉
泉
山
の
龍
紳
な
ど
、
其
此
甚
だ
多
く
而

し
て
祭
壇
を
享
く
る
紳
其
物
の
性
質
の
分
ウ
粂
ね
る
も
の
竜
少
な
く
な
い
。
此
等
大
中
群
祀
の

厩
別
に
よ
っ
て
、
祭
儀
竜
ま
た
一
様
で
な
く
、
或
は
皇
帝
親
祭
し
、
或
な
中
央
に
て
は
禮
部
・
太
常
寺
等

の
禮
官
が
主
祭
と
な
う
、
地
方
に
於
て
は
地
方
の
長
官
が
、
祭
を
行
ム
な
ど
、
そ
れ
ぐ
規
定
が
あ
る
。

　
叉
祭
女
の
書
方
、
心
痛
の
種
類
及
び
撒
、
果
て
は
殿
宇
の
制
ま
で
、
紳
の
格
式
に
由
っ
て
蓮
っ
て
居

る
が
、
要
す
る
に
以
上
の
祭
祀
申
に
て
、
上
申
祀
に
列
す
る
も
の
は
、
心
土
家
（
若
く
は
朝
廷
）
が
一
の
典

p
禮
と
し
て
祭
る
の
み
に
て
、
一
般
人
民
の
信
仰
と
何
等
の
關
係
は
な
い
。
勿
論
皇
帝
が
親
ら
天
地
・

宗
廟
・
…
麗
穫
等
を
祭
る
の
は
、
決
し
て
一
身
二
家
の
爲
め
に
所
願
さ
る
＼
竜
の
で
は
な
い
。
　
國
家
の

元
首
と
し
て
蒼
生
の
爲
め
に
其
心
高
安
寧
を
所
願
さ
る
＼
の
は
勿
論
で
あ
れ
ど
も
、
人
民
は
此
等

の
祭
沈
に
面
し
n
全
く
無
心
心
の
態
度
で
あ
っ
た
。
勿
論
此
等
の
祭
祀
、
例
せ
ば
天
地
日
月
の
祭
祀

で
も
、
往
古
に
湖
っ
て
考
へ
控
ぢ
、
支
那
入
の
原
始
的
宗
敏
と
結
び
つ
け
る
≧
と
が
出
家
や
う
け
れ

ど
、
少
な
く
と
竜
発
音
以
來
已
に
典
禮
的
の
色
心
が
極
め
て
濃
か
に
な
っ
て
心
力
や
5
に
思
，
は
れ
・

る
．
然
る
に
騨
記
申
に
列
っ
て
居
る
中
に
は
、
賢
良
・
昭
忠
の
如
く
、
祭
ら
る
、
紳
、
及
び
之
を
祭
る
理
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由
が
極
め
て
明
臼
な
竜
の
竜
あ
る
が
、
叉
同
時
に
性
質
の
分
ら
澱
、
何
故
に
祭
る
か
い
何
時
頃
か
ら
崇

敬
さ
る
＼
や
う
に
な
つ
π
か
、
平
張
り
分
ウ
兼
漁
る
竜
の
も
少
な
く
な
い
。
　
而
し
て
國
家
典
禮
の

上
か
ら
は
比
較
的
劣
等
の
紳
と
見
倣
し
て
あ
る
け
れ
ど
、
一
般
衆
庶
か
ら
は
却
っ
て
此
の
方
が
實

際
崇
敬
さ
れ
て
居
る
。
前
に
墨
げ
だ
文
昌
・
關
帝
な
ど
も
、
國
家
の
典
禮
と
し
て
孔
子
と
並
べ
愈
ぶ

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
　
併
し
無
智
孜
民
か
ら
見
だ
ら
孔
子
よ
ク
か
此
方
が
有
難
い
。
　
そ
れ
で
祀

典
の
上
で
は
初
め
群
飛
に
入
っ
て
居
π
も
の
が
、
後
に
は
申
瀧
に
昇
格
し
π
の
で
、
雪
避
は
群
瀧
の

紳
と
し
て
取
扱
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
大
中
記
の
神
と
群
祀
に
入
っ
て
居
る
或
神
と

の
颪
励
は
、
前
に
蓮
ぶ
る
如
く
、
大
中
祀
は
國
家
が
聖
典
禮
的
に
祭
る
の
で
あ
る
か
ら
、
佛
敏
と
か
道

敏
と
か
い
ふ
宗
敏
と
は
全
く
關
係
が
な
い
。
之
に
反
し
て
群
上
申
め
或
る
聯
は
、
元
來
町
勢
若
く

ば
道
敏
中
の
も
の
で
、
李
時
其
殿
宇
を
ば
僧
侶
若
く
は
道
士
が
捗
れ
を
卜
う
、
人
民
も
亦
之
を
崇
敬

し
て
、
香
火
縄
ゆ
る
こ
と
な
き
有
様
で
あ
る
が
、
町
家
若
く
．
は
朝
廷
で
も
入
国
と
其
崇
敬
を
共
に
し

て
、
奉
幣
を
さ
る
＼
の
で
あ
る
。
　
例
せ
ば
、
愛
に
東
嶽
廟
と
い
ム
泰
由
府
譜
を
祭
る
廟
が
あ
っ
て
、
此

れ
は
道
敏
の
紳
で
あ
る
。
泰
山
国
君
は
人
の
生
死
を
管
る
。
入
死
す
れ
ば
其
鐘
魂
は
耳
翼
に
蹄

し
、
叉
府
君
の
カ
に
よ
ウ
て
は
、
入
の
震
魂
を
し
て
長
く
肉
膿
よ
ウ
離
れ
ぎ
ら
し
む
。
　
’
即
ち
長
壽
延

年
と
い
ふ
乙
と
が
泰
肉
町
君
に
所
願
す
れ
ば
出
撃
る
。
罪
人
の
生
死
を
縁
る
と
い
ふ
乙
と
か
ら
、

　
　
　
　
賓
【
那
の
霰
…
融
勤
に
鵡
就
い
て
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
三
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一
　
　
　
．
　
　
　
餌

人
に
子
を
授
け
玉
ふ
瀞
様
と
考
へ
ら
れ
、
家
に
愚
な
き
と
き
は
之
に
所
願
を
こ
む
。
か
、
る
次
第

で
、
東
嶽
廟
は
帝
都
を
は
じ
め
、
各
地
に
あ
っ
て
崇
敬
の
盛
ん
な
憩
で
あ
る
が
、
皇
帝
と
て
も
長
生
を

欲
し
給
ふ
は
衆
庶
と
違
つ
だ
謬
は
な
い
の
で
、
毎
歳
萬
壽
節
一
華
の
に
は
必
ず
器
官
を
涙
し
て
之
を

祭
る
の
で
あ
る
。
ま
だ
前
に
墨
げ
た
關
三
女
昌
の
如
き
も
、
遭
敏
の
紳
と
し
て
人
民
一
般
に
之
を

崇
敬
す
る
が
、
雑
家
若
く
は
朝
廷
竜
其
崇
敬
を
共
に
し
て
、
其
縁
日
に
奉
幣
使
が
立
ち
、
叉
春
秋
の
仲

月
に
、
朝
廷
で
臨
時
の
祭
を
螢
む
≧
と
に
な
っ
て
居
る
。
之
れ
を
要
す
る
に
、
野
望
に
列
せ
ら
れ
る

竜
の
＼
内
で
、
大
中
祀
の
榊
は
入
民
と
は
關
係
が
な
く
、
群
飛
に
戴
せ
て
あ
る
或
瀞
は
國
家
と
人
民

と
が
均
し
く
之
を
祭
ウ
、
人
民
日
常
の
生
活
に
密
接
な
濡
雪
を
有
っ
て
居
る
。
而
し
て
特
に
注
意

す
べ
き
は
、
前
に
述
ぶ
る
が
如
く
．
支
那
の
宗
激
特
に
道
敏
の
パ
ン
テ
オ
ン
申
に
あ
る
平
々
で
、
其
崇

拝
の
起
源
に
就
い
て
之
を
考
ふ
れ
ば
、
或
は
元
明
に
起
う
し
比
較
的
新
ら
し
き
も
の
竜
あ
れ
ば
、
或

は
漢
、
或
は
三
代
に
、
其
崇
拝
の
根
述
を
見
禺
す
乙
と
の
出
來
る
も
の
が
あ
る
。
　
換
言
す
れ
ば
道
敢

が
ま
だ
出
來
綴
以
前
に
、
或
時
代
或
地
方
に
崇
敬
さ
れ
鋼
筆
が
少
な
く
な
い
。
　
我
輩
・
は
之
に
就
い

て
か
う
湾
ふ
る
こ
と
が
出
來
る
。
　
即
ち
支
那
の
原
始
的
宗
敏
に
於
け
る
崇
拝
の
封
象
中
、
丈
化
開

け
人
智
進
む
に
從
ひ
、
早
く
已
に
典
麗
的
と
な
り
、
原
始
時
代
に
於
げ
る
一
般
人
民
の
崇
敬
を
漸
く

失
っ
た
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
人
民
の
崇
敬
が
猫
残
っ
て
居
π
の
が
、
学
道
敏
と
い
ふ
國
民
蘭
宗
敏
が



　
趨
る
に
及
び
、
其
中
に
墨
取
さ
れ
だ
も
の
と
が
あ
る
。
前
に
急
げ
た
群
山
中
に
ば
ヤ
後
者
に
艦
，
す
る

　
　
も
の
が
随
分
多
い
、
而
し
て
聯
其
物
に
勢
す
る
考
へ
は
極
め
て
幼
稚
で
淺
薄
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

　
之
を
究
毒
し
て
見
る
と
、
種
々
な
織
に
分
て
面
白
き
事
實
を
心
見
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
私
は
そ
の
一
例
と
し
て
竈
紳
の
こ
と
を
一
通
ウ
．
愛
に
述
べ
て
見
亡
い
と
思
メ
。
　
面
こ
の
憩
は

　
黒
闇
の
大
壷
會
典
に
は
記
録
さ
れ
て
居
な
い
け
れ
ど
明
凌
で
は
矢
張
騨
瀧
（
明
で
は
小
祀
と
い
ふ
）
の
内
に

　
入
う
、
清
初
ま
で
祀
典
の
う
ち
に
入
っ
て
又
同
時
に
現
今
支
那
の
肚
會
に
於
て
も
非
常
に
崇
敬
さ

　
れ
て
居
る
か
ら
之
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
竃
、
棘
は
竈
君
と
竜
竈
王
爺
、
毒
忌
な
ど
と
も
い
ひ
、
文

　
字
の
指
示
す
る
如
く
、
竈
の
紳
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
道
寄
の
憩
で
あ
る
が
、
其
崇
拝
の
起
源
は
三
代
に

　
あ
っ
て
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
一
般
支
那
人
の
聞
に
崇
敬
さ
れ
て
留
る
。
、
『
支
那
人
の
脱
會
生
活
』
を

　
か
い
た
じ
9
襲
畠
。
の
動
き
嫉
凡
そ
支
那
の
人
家
に
於
て
必
’
ず
崇
飛
さ
る
＼
も
の
は
二
つ
あ
る
。
一

　
は
租
先
の
赫
位
二
は
竈
紳
な
う
と
い
っ
て
居
る
が
、
決
し
て
誇
張
の
言
で
は
な
い
。
さ
て
ζ
の
竈
」

　
憩
…
に
就
い
て
は
入
王
僑
仰
の
程
度
に
よ
っ
て
、
或
は
毎
日
に
供
物
を
穣
し
、
家
内
全
禮
が
之
れ
に
封

　
し
て
禮
拝
を
す
る
の
も
あ
る
が
、
大
概
は
毎
月
の
朔
望
交
朔
望
、
で
な
く
と
竜
、
寡
内
で
他
の
祭
加
が

　
あ
る
と
き
」
は
へ
必
ず
同
蒔
に
竈
榊
に
も
香
火
を
供
、
へ
、
皆
々
の
祭
の
贔
を
響
け
、
且
紙
銭
を
嶢
く
の
で

笹
あ
観
曾
含
・
b
。
・
窪
ρ
醗
。
。
¢
；
響
舘
・
9
憂
巴
・
・
⑦
・
・
馳
ピ
邑
9
曳
鼻
）
以
上
は
今
臨
支
那
に
鴛

　
　
　
　
　
轟
叉
那
の
簸
融
響
紅
就
い
噛
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義



716

　
　
　
　
哲
學
研
究
　
箪
四
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

は
る
＼
風
俗
で
あ
る
が
、
古
代
に
竜
同
プ
の
之
と
が
あ
9
た
。
　
儀
禮
の
諭
す
る
所
蕉
綴
れ
ば
、
古
昔

宗
廟
の
祭
祀
が
あ
っ
海
後
に
は
、
必
ず
竈
紳
を
祭
つ
楚
こ
と
が
属
国
て
居
る
。
　
其
理
由
は
、
す
べ
て

祭
祀
を
螢
む
に
は
，
物
を
烹
蝕
し
て
之
な
供
へ
る
が
．
烹
蝕
の
務
を
な
す
の
は
竈
で
あ
る
か
ら
、
其
恩

を
謝
す
る
爲
め
、
祭
っ
た
も
の
だ
と
古
來
の
両
家
は
い
っ
て
居
る
。
　
そ
の
風
俗
が
今
日
ま
で
傳
っ

て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
こ
の
紳
は
後
世
に
は
姓
名
裟
で
チ
ヤ
ン
ト
あ
っ
て
、
八
月
三
日
の

誕
生
日
に
は
．
各
地
に
あ
る
竈
紳
廟
に
盛
大
復
祭
を
な
す
が
、
人
家
に
点
て
は
猶
其
外
に
正
月
三
日
、

十
二
月
二
十
四
日
の
二
日
が
誌
面
の
祭
日
と
な
っ
て
居
る
。
前
に
述
べ
π
如
く
、
竈
が
烹
鮭
の
本

で
あ
る
、
邸
ち
之
れ
な
ぐ
ば
祭
祀
で
も
叉
は
人
民
日
常
の
食
事
で
も
螢
む
乙
と
が
出
來
ぬ
。
　
そ
れ
・

で
竈
聯
を
祭
る
と
い
ム
の
が
一
つ
で
あ
る
が
猶
他
に
一
の
理
由
が
あ
る
。
　
そ
れ
は
竈
紳
は
各
人

家
に
あ
っ
て
、
其
守
護
帥
で
あ
る
と
同
時
に
、
崩
家
男
女
の
行
爲
を
監
察
し
、
毎
年
の
絡
に
至
っ
て
、
天

に
上
つ
C
、
玉
髄
上
帝
に
之
を
報
告
す
れ
ば
．
上
帝
は
肥
れ
に
櫨
ウ
て
、
苗
草
を
降
す
も
の
と
考
へ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
て
居
る
。
さ
れ
ば
竈
紳
が
上
帝
へ
報
告
の
青
め
毘
乱
す
る
二
十
四
日
は
、
俗
に
迭
二
日
と
稻
へ

て
、
盛
大
な
祭
を
な
し
、
其
行
色
を
勉
に
し
．
竃
憩
に
数
々
の
供
物
を
な
す
は
勿
論
、
馬
・
幡
若
く
は
幡
夫

等
の
形
を
紙
に
て
製
し
、
之
を
製
く
。
　
こ
れ
は
人
聞
天
上
途
遠
く
、
此
等
の
乗
物
を
要
す
る
か
ら
の

事
で
あ
る
。
叉
或
は
門
前
に
水
桶
を
置
き
、
水
を
π
、
へ
て
馬
に
飲
ま
し
む
る
用
と
し
、
或
は
竈
紳



　
の
族
費
と
し
て
、
叉
幡
夫
の
心
附
と
し
て
、
そ
れ
く
種
類
の
違
っ
た
紙
銭
を
嶢
く
な
ど
、
洵
に
懇
切

　
丁
寧
な
こ
と
で
あ
乃
が
、
要
す
る
に
．
か
く
し
て
帥
の
点
心
を
博
し
．
其
監
察
す
る
家
族
の
爲
め
利
盆

　
あ
る
報
皆
を
し
て
貰
ひ
た
い
と
い
ぶ
念
慮
か
ら
出
る
の
で
あ
る
。
へ
臼
』
』
H
留
Φ
3
。
鉾
日
Φ
ω
屠
⑪
伴
鍵

　
　
浅
野
㊦
＝
自
門
竃
畿
ぴ
敏
Φ
渉
白
襲
g
醐
も
や
。
。
o
・
。
。
ど
α
挙
α
。
。
　
●
》
二
季
ψ
魯
円
融
臥
㊦
Q
a
匿
酔
』
。
一
壼
○
鼠
書
①
」
。
。
。
。
o
●

　
　
団
二
巴
。
・
）
北
京
人
の
話
に
よ
る
と
、
同
地
方
で
は
竃
瀞
に
供
ふ
る
菓
子
は
、
故
意
に
大
き
く
す
る
。
　
そ

　
れ
は
菓
子
が
紳
の
口
を
塞
ぎ
、
自
由
に
報
告
が
出
血
ぬ
や
う
に
か
く
す
る
と
の
事
で
あ
る
．
か
く
て

　
・
天
に
二
つ
だ
竈
帥
は
、
明
年
正
月
四
日
の
朝
、
再
π
び
其
事
務
を
了
し
、
所
管
の
人
家
へ
瞬
來
る
か
ら
、

　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
此
日
を
接
瀞
日
と
構
へ
、
面
謝
日
に
劣
ら
漁
祭
を
な
し
、
慰
勢
威
謝
の
意
を
表
し
、
其
の
年
に
於
て
も

　
相
憂
ら
ず
、
旛
佑
を
垂
れ
給
は
む
こ
と
を
所
る
。
支
那
で
は
春
聯
と
い
っ
て
、
春
に
な
る
と
門
戸
や

　
壁
な
ど
に
貼
附
け
て
あ
．
つ
だ
聯
を
と
う
換
ゆ
る
習
慣
が
あ
る
が
、
竈
紳
の
坐
ま
す
灘
壁
に
は
蓮
例

　
・
『
上
ゾ
天
宣
‘
好
事
切
回
レ
悪
罵
昌
嘉
鮮
』
『
一
家
・
常
飽
レ
徳
。
五
祀
猫
奪
レ
君
』
『
有
レ
徳
能
司
「
火
。
無
昌
早
撃
”
逮
レ
天
。
』
な
ど
專

　
飢
b
沸
徳
を
歎
美
す
る
と
い
は
う
か
、
多
少
聯
を
煽
て
る
や
う
な
意
味
の
二
字
窯
業
申
に
見
へ
て
居

　
る
。
　
こ
れ
は
往
晋
よ
う
今
日
に
至
る
ま
で
、
支
那
肚
會
に
於
い
て
竈
淋
の
崇
拝
に
見
る
事
實
で
あ

　
る
が
、
全
点
二
三
は
何
如
な
る
理
由
で
か
く
一
般
に
崇
拝
さ
る
＼
や
う
に
な
つ
π
か
。
　
竈
紳
が
三

豊
鮭
を
盗
る
と
い
ム
こ
と
が
本
で
あ
る
か
、
若
く
は
人
家
に
あ
っ
て
其
家
族
の
善
悪
を
盈
察
す
る
と

　
　
　
　
　
交
那
の
窟
瀞
に
親
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
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八

い
ふ
考
が
古
い
か
、
そ
れ
を
少
し
吟
味
し
て
見
尤
い
と
思
ふ
。

　
現
在
支
那
に
於
け
る
竃
秘
崇
拝
の
露
寒
を
墓
礎
と
し
、
漸
次
往
古
に
潮
っ
て
盗
れ
を
考
へ
て
見

る
と
、
竈
紳
が
人
の
善
悪
を
監
察
す
る
と
い
ふ
馬
事
随
分
奮
い
。
先
づ
南
宋
の
人
萢
成
大
（
溺
）
の

集
を
見
る
と
、
其
内
に
祭
竈
詞
と
い
ふ
の
が
あ
る
。

　
　
古
憾
斎
月
二
十
四
。
竈
君
朝
レ
天
欲
レ
言
レ
事
。
雲
書
風
馬
立
留
蓮
。
家
有
趣
杯
盤
一
豊
昌
典
記
聞
猪
首
燗
熟
墜
魚

　
　
鮮
。
豆
砂
甘
髭
粉
餅
圓
。
男
脚
晃
酌
獄
女
兇
避
。
酎
レ
酒
焼
レ
紙
竈
瀞
、
喜
。
碑
子
袋
婁
震
莫
レ
聞
。
猫
狗
鯛
臓
君

　
　
葵
レ
曝
。
邊
・
君
醇
壁
越
昌
天
門
司
杓
長
躯
短
勿
昌
復
云
幻
乞
昌
取
利
市
噂
蹄
來
分
。
（
宋
山
県
に
敗
む
る
石
墨
詩
妙
よ
り
録
出
す
）

　
こ
の
詩
を
見
る
と
南
画
の
頃
、
人
々
の
竃
聯
に
饗
す
る
考
が
、
今
と
全
く
同
ご
で
、
十
二
月
二
十
四

日
に
直
々
の
祭
品
を
供
へ
醇
飽
し
て
天
門
に
蹄
へ
ら
し
め
、
利
市
の
分
配
に
輿
か
ら
う
と
い
ふ
利

慾
心
で
古
れ
を
祭
っ
た
事
が
明
春
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
少
し
潮
っ
て
唐
に
な
る
と
、
唐
の
陸
麺
蒙

に
祀
竈
解
と
い
ぶ
の
が
あ
る
。
之
れ
を
摘
録
す
る
と
、

　
竃
鬼
以
γ
時
事
昌
人
功
過
下
上
自
昌
於
天
肝
煎
琶
飛
以
所
．
編
鮮
噛
此
図
幅
昌
肩
下
帝
時
方
士
憾
言
算
。
・
：
天
至
高
。

　
竃
至
下
。
帝
至
幽
灰
。
果
能
…
欺
而
告
レ
之
。
嘉
詩
忠
也
。
聴
而
受
レ
之
。
是
不
明
也
。
下
士
γ
忠
上
土
レ
明
。
叉
果
擁
爲
塾

　
天
帝
一
乎
尺
噛
塘
蚊
騰
蜘
拓
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

と
あ
う
。
　
叉
同
じ
く
唐
の
言
成
式
の
露
霜
嘉
応
に
も
竈
榊
の
事
を
記
し
て
、



　
　
．
常
以
昌
月
晦
日
一
自
昌
人
罪
歌
呵
大
愚
奪
レ
紀
コ
紀
三
百
日
。
小
者
奪
レ
算
。
算
一
百
矯
。

　
と
あ
っ
て
、
人
に
罪
猷
が
あ
れ
ば
竃
紳
之
れ
を
上
天
に
自
し
、
駕
め
に
其
人
の
壽
命
を
縮
む
る
と
い

　
■
ふ
事
で
あ
る
。
唯
現
今
の
竃
紳
に
野
す
る
考
と
相
違
の
あ
る
の
は
、
現
今
で
は
そ
れ
が
十
二
月
に

　
毎
年
の
総
勘
定
を
し
て
、
上
天
に
報
告
す
る
と
し
て
あ
る
も
の
が
、
酉
陽
難
狙
の
方
で
は
月
勘
定
と

　
な
っ
て
居
る
丈
で
あ
る
。
　
尤
も
梁
の
宗
慎
の
著
と
な
っ
て
居
る
荊
楚
歳
時
記
に
も
『
十
二
月
八
日

　
爲
専
属
其
日
厳
以
一
箪
酒
登
祭
一
頭
魏
と
い
ふ
丈
句
が
あ
れ
ば
、
少
な
く
竜
唐
以
前
に
竜
亘
る
地
方
で

　
は
、
現
今
の
如
く
十
二
月
に
竈
憩
を
祭
っ
た
と
も
見
ら
る
。
か
く
舞
々
に
あ
っ
だ
竜
の
が
．
麿
宋
の
頃
、

．
現
今
の
如
く
M
般
に
逡
聯
日
と
か
接
汐
田
と
か
い
ふ
竜
の
が
極
ま
つ
尤
竜
の
で
は
な
い
か
と
患

　
ふ
。
然
る
に
猶
支
那
の
文
學
に
徴
し
て
往
古
に
湖
っ
て
見
る
と
、
晋
の
華
甲
の
抱
朴
子
微
旨
篇
に
『
叉

　
月
下
之
夜
．
竈
紳
母
上
γ
天
。
白
一
人
罪
賎
一
大
者
奪
レ
紀
。
紀
者
三
百
日
也
。
小
者
奪
ゾ
算
。
算
者
三
噛
日
也
。
と
文
句
ま

　
で
酉
陽
雑
蛆
の
と
同
じ
も
の
が
出
て
居
る
。
然
ら
ば
唐
馬
子
が
か
＼
る
事
を
記
載
し
力
始
め
か
と

　
い
ふ
と
、
そ
う
で
は
、
な
い
』
前
漢
の
潅
南
王
安
、
が
編
纂
し
た
と
い
は
れ
て
居
る
潅
南
子
萬
畢
術
（
靴
瀦

　
畷
齢
寓
言
甑
礫
・
徳
輝
）
に
も
『
窺
聯
晦
日
蹴
γ
天
。
自
一
λ
罪
』
と
し
ふ
文
句
が
見
穿
て
居
る
か
ら
、
寵
紳
が
天
に

　
慕
う
て
天
の
罪
歌
を
自
ず
と
い
ム
考
は
随
分
薔
い
時
代
か
ら
あ
っ
禿
竜
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
諏
。

㎜
　
一
輝
輝
に
竈
を
祭
る
乙
と
は
．
其
外
に
漢
の
と
き
李
少
鱈
が
武
骨
に
竈
を
祠
ら
ば
、
丹
砂
化
し
て
黄

　
　
　
　
　
支
那
の
嶽
紳
に
就
い
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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一
G

金
と
な
す
。
へ
し
、
海
中
蓬
來
の
卜
者
乃
ち
之
れ
を
帰
る
べ
し
と
い
つ
π
話
し
や
、
蔽
蹄
封
）
嘆
の
息
父

躬
の
母
が
竈
を
祠
う
て
天
子
を
親
諭
し
た
こ
と
や
べ
嬢
繍
醜
）
後
漢
の
陰
画
の
麗
子
方
と
い
ぶ
も
の
、

瞥
髪
炊
き
し
と
き
．
に
電
騨
の
形
見
乏
し
を
祭
麦
後
子
孫
繁
昌
し
た
話
な
ど
（
畿
漢
欝
陰
識
憾
）
が
あ

る
。
　
此
等
は
前
に
蓮
べ
來
つ
だ
竈
紳
に
關
す
る
考
へ
と
何
気
な
る
鮎
按
で
結
附
い
て
居
る
か
分

ら
ぬ
が
、
唯
注
意
す
べ
き
は
、
漢
の
時
代
か
ら
竃
紳
と
道
家
と
が
關
係
を
有
っ
て
居
る
。
　
即
ち
武
帝

の
信
用
を
受
け
て
居
π
李
少
君
は
道
家
の
先
騙
と
竜
見
る
。
へ
き
方
士
で
あ
う
、
竈
紳
の
事
を
記
し

だ
准
南
子
雲
斎
術
の
編
者
竜
、
紳
仙
道
家
の
學
を
好
ん
だ
入
で
あ
る
。
　
二
黒
の
葛
洪
竜
有
名
な
帥

仙
家
で
あ
り
、
叢
雲
に
竃
騨
を
奪
ば
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
之
に
無
禮
を
す
る
と
冥
器
を
受
く
る
な
ど
言

っ
て
居
る
所
を
見
る
と
、
後
世
乙
の
紳
が
這
敏
の
紳
と
し
て
祭
ら
る
＼
に
至
つ
π
径
路
竜
よ
く
分

る
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
＼
に
問
題
と
な
る
は
、
こ
の
無
罪
の
崇
記
は
、
決
し
で
前
漢
に
二
等
つ
た

繹
で
は
な
い
。
　
儒
敏
の
経
典
と
し
て
先
秦
以
前
に
成
っ
た
も
の
に
竜
、
竃
帥
の
事
が
澤
山
出
て
居

る
。
併
し
そ
れ
が
果
し
て
、
竃
紳
が
人
家
に
あ
っ
て
家
族
の
行
爲
を
監
察
す
る
故
に
、
そ
の
二
心
を

得
る
盗
め
に
祭
つ
だ
も
の
か
、
或
は
他
に
理
由
あ
っ
て
の
事
か
そ
れ
が
疑
問
で
あ
る
。
少
く
乏
も

本
文
の
上
で
、
後
世
に
い
ふ
如
き
事
が
、
竈
紳
に
つ
い
て
何
と
も
書
い
て
な
い
。
唯
禮
記
工
法
に
五

祀
或
は
七
記
と
い
ふ
こ
と
が
見
え
て
、
其
七
祀
の
申
に
は
竈
帥
も
入
っ
て
居
る
が
、
毒
忌
は
之
に
注



　
、
し
て

　
　
濡
濡
矢
憩
厨
窮
所
報
騒
大
事
［
者
上
盤
。
小
紳
居
λ
之
問
舶
司
”
温
潤
小
過
幻
作
甲
譜
告
露
語
。
樂
記
日
。
訟
訴
有
瓢
禮
樂
幻
幽

　
　
用
有
二
鬼
紳
西
鬼
憩
謂
“
此
輿
。

　
云
々
と
言
っ
て
居
る
が
、
之
れ
に
よ
る
と
多
少
後
世
の
竃
憩
に
鍬
す
る
．
考
と
類
似
し
だ
織
が
な
い
・

　
で
は
な
い
。
第
一
竈
紳
ば
学
芸
で
人
の
閻
に
居
る
こ
と
も
、
小
過
を
、
察
す
る
こ
と
を
司
る
と
い
ム

　
織
も
、
同
“
で
あ
る
。
唯
謎
告
を
な
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
が
天
に
上
っ
て
其
罪
状
を
報
告
す
る

　
と
い
ふ
意
味
で
は
な
く
、
唯
罪
過
を
犯
し
た
入
に
甥
し
直
接
署
を
降
し
て
之
れ
が
反
省
を
求
む
る

　
と
い
あ
こ
と
で
、
其
辺
は
違
ふ
が
、
人
家
に
あ
う
親
し
く
其
行
爲
を
監
察
す
る
と
い
ふ
事
は
後
世
の

　
考
と
同
じ
で
あ
る
。
・
併
し
乙
れ
は
後
漢
の
注
家
だ
る
鄭
玄
の
論
で
あ
っ
て
、
本
交
に
は
侮
故
に
竃

　
騨
を
崇
祀
す
る
か
と
い
ふ
乙
と
を
書
い
て
了
い
。
　
こ
れ
は
鄭
玄
が
後
漢
の
人
で
あ
る
所
か
ら
、
か

　
か
る
解
羅
を
し
た
竜
の
で
は
あ
る
ま
い
か
．
竃
紳
を
祭
つ
だ
原
來
の
意
昧
は
、
他
に
求
む
べ
き
で

　
は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
。

　
　
前
に
述
べ
た
通
う
竈
を
祭
る
風
俗
は
、
先
秦
時
代
に
あ
り
、
禮
記
の
祭
法
な
ど
は
七
祀
と
い
っ
て

　
王
の
祭
る
べ
き
云
々
を
墨
げ
て
居
る
が
、
其
申
に
竃
が
あ
り
．
『
庶
士
庶
入
立
‘
一
祀
刈
並
立
レ
戸
。
或
立
ド
竈
。
』

瓢
　
な
ど
の
文
句
が
あ
う
、
叉
同
じ
禮
記
月
令
に
は
、
五
祀
の
う
ち
に
竈
を
入
れ
て
居
る
。
　
一
膿
五
配
と

　
　
　
　
　
亥
郷
の
・
寵
榊
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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一
二

い
ム
語
に
就
い
て
は
、
古
事
注
家
の
問
に
煩
雑
な
論
議
が
あ
れ
ど
．
本
論
の
自
的
に
關
係
な
い
か
ら

逸
れ
を
略
し
、
今
姑
く
月
令
の
五
記
に
よ
っ
て
説
を
進
め
だ
い
。
　
月
令
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
秦
の

呂
不
章
が
門
客
に
命
じ
て
編
次
さ
せ
た
竜
の
で
、
戦
國
の
季
か
ら
盛
に
流
行
し
π
陰
陽
五
行
の
思

想
を
取
ウ
入
れ
、
一
年
を
五
蒋
、
方
角
を
五
方
に
分
ち
叉
各
時
各
方
を
管
る
紳
を
定
あ
て
居
る
。

東

季仲孟．

轟春春幽

大

峰｛

句1

芒．

戸

　南

季仲孟

夏夏夏

　炎

西北

帝
親
融
趨

季仲孟　中

秋秋款　央

費
帝
后
土
　
中
市

少
÷
÷

大
峰
・
玉
壷
・
黄
帝
・
少
嘩
・
纈
願
は
往
古
五
行
の
徳
を
以
て
君
臨
し
泥
画
・
王
で
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
紳
と

菰
っ
て
、
五
時
と
五
方
面
分
れ
て
世
話
を
な
す
も
の
、
叉
句
芒
・
親
融
点
・
下
は
矢
張
う
同
じ
く
五
行
の
．

一
に
つ
い
て
世
話
を
し
禿
官
で
あ
る
が
、
其
官
に
居
た
入
が
死
ん
だ
後
に
矢
張
う
五
行
を
そ
れ
ぞ

れ
管
る
竜
の
と
し
て
雨
飛
し
た
の
で
あ
る
。
ま
カ
、
戸
・
竈
・
中
讐
等
の
五
紳
竜
之
を
心
底
と
名
け
て

皆
表
の
通
う
に
配
謝
し
て
祭
っ
て
居
る
。
結
局
表
で
見
る
如
や
、
五
帝
・
五
常
・
五
畜
の
各
鶴
が
一
の
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集
團
を
な
し
、
夏
（
方
角
に
於
て
は
南
）
の
揚
合
に
は
、
炎
帝
貌
融
と
竈
の
三
が
一
の
集
圏
を
し
て
居
る
．
炎
帝

は
申
す
凌
．
で
竜
な
く
後
世
五
行
の
考
が
盛
に
な
っ
て
か
ら
、
五
行
の
火
に
關
係
を
つ
け
、
往
古
か
㌧

る
帝
王
が
あ
っ
尤
と
想
像
し
て
製
つ
た
も
の
て
、
町
名
揖
身
が
火
に
關
係
の
有
る
こ
と
を
示
す
。

豚
革
も
火
正
帽
ち
「
火
の
つ
か
さ
」
で
あ
っ
て
、
五
行
は
、
各
ぐ
民
生
に
必
要
で
あ
る
が
、
別
し
て
火
は
大
切
。

な
竜
の
で
あ
る
。
　
祝
融
は
之
れ
を
世
話
す
る
官
で
あ
る
が
、
其
宮
に
居
π
人
を
聯
と
し
て
祭
る
。

竃
と
火
と
の
關
係
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
唯
議
論
の
み
る
こ
と
は
、
此
等
の
紳
は
各
亡
火
に
關
係
は

あ
る
が
、
本
來
か
ら
猫
立
し
た
神
で
あ
っ
だ
か
。
若
く
は
嚇
の
火
紳
で
あ
っ
た
の
が
、
後
に
三
つ
に

分
れ
π
か
と
い
ぶ
乙
と
で
あ
る
。
ζ
の
見
解
に
つ
い
て
は
後
漢
の
と
き
、
已
に
許
愼
と
鄭
玄
の
間

に
論
争
が
あ
っ
て
、
許
鎭
は
貌
融
と
竃
帥
を
同
一
の
紳
と
し
、
髄
鞘
嫉
ど
こ
ま
で
も
之
を
二
に
し
て

居
る
。
　
鄭
玄
の
櫨
る
所
は
、
禮
記
禮
器
篇
に
、

　
孔
子
日
斜
文
華
墨
知
レ
禮
。
軍
機
糞
蝿
軍
記
而
弗
γ
止
也
。
幡
‘
野
畑
草
刈
聯
弾
者
老
婦
之
祭
也
。
盛
昌
於
盆
刈
奪
“

　
’
筆
瓦
・
鄭
玄
日
。
奥
常
レ
爲
レ
懸
。

　
方
”
丞
字
之
誤
也
。
或
作
レ
窟
　
　
　
　
　

・

と
い
ふ
交
が
あ
る
。
　
こ
れ
は
孔
子
が
昔
魯
の
賢
．
大
夫
と
い
は
れ
π
城
二
号
に
つ
い
て
批
評
を
な
．

し
、
其
人
が
禮
を
知
ら
な
か
つ
π
謹
擦
を
二
箇
條
あ
げ
だ
の
で
、
そ
の
一
は
彼
れ
が
火
紳
と
寵
紳
と

の
匿
別
を
知
ら
ず
し
て
、
燐
柴
と
い
ム
重
い
祭
祀
の
儀
を
以
て
竃
聯
を
祭
っ
た
。
　
併
し
幡
柴
は
火

　
　
　
　
支
那
の
織
㎎
融
闘
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．

評
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哲
學
珊
究
、
第
四
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
晦

藤
を
祭
る
禮
で
、
愛
山
に
は
適
用
す
べ
き
も
の
で
な
い
。
竈
沸
と
は
先
炊
者
π
る
老
婦
を
祭
る
こ

と
で
、
極
め
て
劣
等
の
紳
な
れ
ば
、
盆
瓶
の
器
に
酒
食
を
入
れ
て
祭
れ
ば
そ
れ
で
澤
山
で
あ
る
。
　
火

神
を
祭
る
禮
を
看
客
に
行
ひ
カ
る
は
禮
を
知
ら
ざ
る
面
擦
な
う
と
て
、
孔
子
が
石
越
仲
を
非
難
さ

れ
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
鄭
玄
は
こ
の
文
句
を
楯
に
と
参
、
親
融
は
火
瀞
に
て
奪
き
も
の
、
竃
紳
は

劣
等
の
竜
の
な
れ
ば
、
同
一
に
見
る
こ
と
が
出
駅
ぬ
と
い
っ
て
居
る
．
（
魏
諜
臨
雲
母
鋤
鑑

緯
嫌
粥
酬
撚
筆
）
．
若
し
こ
の
言
葉
が
果
し
て
孔
子
の
言
は
れ
た
竜
の
で
あ
る
と
し
π
ら
、
少
な
く
と

竜
孔
子
の
時
代
に
、
火
紳
と
寵
淋
が
二
つ
に
分
れ
て
崇
拝
さ
れ
π
と
い
ふ
事
は
嬰
で
あ
る
け
れ
ど
、

そ
れ
が
本
家
か
ら
二
つ
で
あ
っ
た
と
い
ふ
謹
綴
に
は
な
ら
ぬ
。
反
封
に
魯
の
賢
大
夫
と
言
は
れ

だ
城
詰
仲
す
ら
、
火
紳
と
竈
紳
を
皆
伝
し
カ
と
い
ふ
ζ
と
は
、
本
論
が
爾
者
性
質
を
同
じ
く
し
、
當
時

の
就
會
に
て
彼
等
が
崇
拝
さ
る
、
理
由
も
實
は
岡
じ
竜
の
で
あ
っ
π
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
そ

れ
は
前
掲
月
令
で
こ
そ
、
五
帝
・
乱
臣
・
五
三
と
い
ふ
具
合
に
、
紳
の
貴
賎
等
級
を
分
け
て
あ
る
け
れ
ど
、

古
傳
読
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
即
ち
許
懊
が
五
玉
異
義
に
竜
『
纈
二
品
有
レ
子
日
黎
。
爲
昌

、
　
、
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、

観
融
沈
以
爲
“
竈
紳
』
と
い
へ
る
古
写
禮
説
を
墨
げ
て
居
る
が
n
此
読
に
よ
れ
ば
祝
融
は
即
，
ち
竈
瀞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

で
あ
る
。
　
叉
潅
南
子
爾
汝
訓
に
『
故
炎
帝
電
火
（
一
本
嬬
於
に
作
る
）
而
死
爲
レ
竈
』
と
あ
っ
て
高
誘
注
に
『
炎
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

下
界
。
以
昌
火
徳
一
王
昌
天
下
琵
託
晶
祀
於
竃
紳
し
と
見
え
炎
帝
と
竈
赫
と
を
洞
一
の
竜
の
と
し
て
居
る
。

、
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ル
　
め
　
へ

そ
れ
か
ら
同
書
時
期
訓
に
禮
記
月
令
に
類
し
霜
露
事
が
あ
っ
て
、
夏
の
條
に
其
瀧
竈
と
あ
る
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
炎
帝
祀
融
の
名
が
な
い
。
　
而
し
て
高
誘
の
注
に
祀
融
呉
回
。
爲
．
高
馬
面
火
正
凶
死
石
昌
泰
憩
塩
干
昌
飛
於

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

竈
刈
是
油
火
王
殉
面
面
レ
憲
。
　
と
あ
っ
て
前
に
あ
げ
だ
古
繭
玉
と
同
じ
く
親
融
即
ち
竈
紳
と
し
、
鷹
勘
の

風
俗
通
竜
ま
尤
同
じ
読
を
蓮
べ
て
居
る
。
結
局
以
上
の
例
に
よ
る
と
、
炎
帝
・
祀
融
・
論
意
と
、
後
に
ζ

そ
三
つ
に
な
っ
て
居
れ
、
本
來
は
か
、
る
匠
別
が
な
く
、
共
に
火
脚
帥
ち
火
の
崇
拝
で
あ
っ
た
事
が

明
で
あ
る
。
而
し
て
最
初
は
火
の
疑
雲
が
面
癖
密
な
る
所
か
ら
、
火
聯
と
し
て
竃
を
祭
う
し
も
の

が
、
後
に
炎
帝
と
か
祝
融
と
か
い
ふ
竜
の
が
出
來
て
、
本
華
の
竃
聯
が
段
々
下
位
に
落
ち
、
趣
に
禮
記

に
あ
る
如
く
「
老
婦
の
祭
」
と
な
う
、
炎
帝
親
思
な
ど
の
紳
と
は
、
奪
卑
懸
隔
す
る
や
う
に
な
つ
控
の
で

は
あ
る
嚢
い
か
。
忘
れ
を
外
曲
の
例
に
と
れ
ば
、
往
古
希
臓
の
「
ヘ
ス
チ
ャ
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
火
を
掌

る
玉
壷
の
事
で
」
あ
っ
て
、
同
時
に
竈
を
意
味
す
る
と
い
ふ
。
　
我
輩
は
西
洋
の
古
典
に
つ
い
て
全
く

無
智
識
で
あ
る
が
、
羅
馬
の
望
ス
タ
な
ど
も
矢
張
こ
れ
か
ら
來
π
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
是
等

の
事
を
思
ひ
合
す
る
と
．
支
那
の
轟
々
l
I
現
在
に
竜
盛
ん
に
行
は
れ
て
居
る
竈
紳
の
崇
拝
は
、
本

門
は
火
の
崇
拝
で
あ
っ
尤
も
の
と
見
た
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
今
日
竃
紳
に
就
い
て
，
一
般
甦
會

に
信
ぜ
ら
れ
る
如
き
考
へ
は
何
聴
ご
ろ
か
ら
起
つ
孝
か
と
い
へ
ば
、
前
に
申
す
ご
と
く
．
前
漢
時
代

ま
で
は
蘇
る
之
と
が
出
語
れ
ど
竜
、
共
以
前
は
分
ら
漁
。
　
我
輩
の
畑
島
に
よ
れ
は
、
火
の
敷
用
が
尤

　
　
　
　
亥
那
の
趨
酬
に
就
い
て
　
　
　

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五

．
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哲
　
　
槻
翠
　
　
研
　
　
究
　
　
　
第
　
獅
囲
　
志
ε
　
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
山
ハ

顯
著
な
厨
か
ら
憲
紳
に
托
し
て
火
を
祭
う
し
も
の
が
．
後
火
が
人
家
に
尤
必
要
な
る
所
か
ら
、
一
家

の
守
護
紳
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
参
、
後
叉
方
士
の
設
、
道
家
の
敏
が
起
る
や
5
に
な
っ

て
、
其
現
世
の
草
箒
、
換
言
す
れ
ば
陰
騰
を
重
ず
る
織
か
ら
、
そ
れ
が
一
家
男
女
の
落
勢
を
監
察
し
そ

の
功
過
を
天
に
告
ぐ
る
竜
の
と
し
で
畏
敬
さ
れ
、
本
心
の
意
義
を
漸
次
失
っ
た
竜
の
と
見
る
の
で

あ
る
。


